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船橋市文化芸術活動支援補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書

令和　年 月 日

船橋市長あて

団体所在地・個人住所
団体名
代表者名・個人名

船橋市文化芸術活動支援補助金事業として補助金の補助及び交付の決定のあった事業について、下記のとおり報告します。
記
1. 補助金交付確定額：　　　　　　　　　　　　　　　　円
2. 確定申告により確定した船橋市文化芸術活動支援補助金事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（※消費税の申告義務がない場合も０円と記載すること）：
　　　　　　　　　　　　　　　　円
※０円の場合はその理由について☑
□ 消費税の申告義務がない
□ 簡易課税方式による申告を行っている
□ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える
□ その他（返還算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など）
3. その他資料について
	申告方式
	添付書類
	提出書類に☑

	消費税の確定申告の義務がない
	免税事業所であることを証する書類【任意様式】
	□

	簡易課税方式により申告している場合
	消費税確定申告書（簡易課税用）（写）
	□

	公益法人（一般社団法人、社会福祉法人、宗教法人）等で特定収入割合が５％を超えている場合
	· 消費税確定申告書（写）
· 消費税確定申告書付表２（計算表）（写）
· 特定収入割合を確認できる書類【任意様式】
	□

	[bookmark: _Hlk225500026]課税売上割合が95％以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等
	· 消費税確定申告書（写）
· 消費税確定申告書付表２（計算表）（写）
	□

	課税売上割合が95％未満または課税売上高が5 億円超の法人等であって一括比例配分方式のより消費税の申告を行っている場合
	
	□

	課税売上割合が95％未満または課税売上高が5 億円超の法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合
	
	□



4. 添付資料
・返還額算出シート（対象の場合のみ）
（申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える事業者は添付不要）

